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通行空間の
安全性・快適性の確保 良好な景観形成

道路の
防災性能の向上

無電柱化の目的

○無電柱化は、「①防災」、「②安全・快適」、「③景観」の観点から推進
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無電柱化の現状

※１ ロンドン、パリは海外電力調査会調べによる2004年の状況（ケーブル延長ベース）
※２ 香港は国際建設技術協会調べによる2004年の状況(ケーブル延長ベース)
※３ 台北は国土交通省調べによる2013年の状況（道路延長ベース）
※４ シンガポールは海外電気事業統計による1998年の状況(ケーブル延長ベース)
※５ ソウルは国土交通省調べによる2011年の状況(ケーブル延長ベース)
※６ ジャカルタは国土交通省調べによる2014年の状況(道路延長ベース)
※７ 日本は国土交通省調べによる2016年度末の状況(道路延長ベース)

【欧米やアジアの主要都市と日本の無電柱化の現状】

○ロンドン・パリなどのヨーロッパの主要都市や香港・シンガポールなどのアジアの主要都
市では無電柱化が概成しているのに対して、日本の無電柱化率は東京２３区で８％、大
阪市で６％と立ち遅れている



○無電柱化の変遷

Ｓ27年 【道路法】 電線・電柱を占用許可の対象 （義務占用）
その上で、一定の道路については37条で制限できるよう措置

Ｓ61年 電線類地中化計画（第1期）：キャブシステム、管路方式、直接埋設方式等から選定

Ｈ 7年 【電線共同溝法】 電線共同溝の整備を各種特例で推進 （電線・電柱の占用を制限）

Ｈ25年 【道路法改正】 防災上重要な道路を３７条制限に追加

Ｈ28年 【無電柱化の推進に関する法律】 電柱・電線の抑制・撤去、技術開発等の推進

義務占用のもとで毎年約７万本の新設電柱が増加

通信
1,185万本

通信
1,183万本

電力
2,340万本

電力
2,369万本

3,525万本
3,552万本

電柱本数
（万本） ＋7万本/年

Ｈ２０ Ｈ２４

○ 義務占用は、電気需要の充足等、一定の公益
上の必要性から規定

○ 37条による制限はあるが、必ずしも十分に活用
されてこなかった

○ 電柱が道路交通に及ぼす外部不経済について
も、これまで十分には議論されず

無電柱化の課題 ～歴史的・制度的背景～
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これまでの無電柱化の取組

▼事業手法の変遷（電線管理者主体から道路管理者主体へ）

Ｓ６１～Ｈ６ Ｈ１６～Ｈ２７

キャブシステム
712km （36％）

単独地中化 901km （45％）

自治体管路 246km （12％）

要請者負担 141km （7％）

電線共同溝 3,083km （90％）

単独地中化
23km （1％）

自治体管路
34km （1％）

要請者負担 198km （6％）

軒下・裏配線 98km （3％）

第１・２期電線類地中化計画
（Ｓ６１～Ｈ６）

第５・６期電線類地中化計画
（Ｈ１６～Ｈ２７）
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○単独地中化中心から、現在ではほとんどが道路管理者による電線共同溝の整備に

電線共同溝法施行
（Ｈ７）
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*現在の交付金では5.5/10等

○電線共同溝本体（管路、特殊部）の整備は、建設負担金を除き、国と地方公共団体が
1/2ずつ負担 （地方公共団体が整備する場合は、国が交付金により支援）

○地上機器（トランス等）・電線等の整備や建設負担金は、電線管理者が負担

無電柱化（電線共同溝の整備）の費用負担
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○１年あたりの整備延長は平成１０年代後半をピークに減少

S61 ～ H2 H3 ～ H6 H7 ～ H10 H11 ～ H15 H16 ～ H20 H21 ～

実績整備延長
約1,000km

実績整備延長
約1,000km

実績整備延長
約1,400km

実績整備延長
約2,100km

実績整備延長
約2,200km

実績整備延長
約1,950km

※平成２８年度末時点

平均整備延長
[200km/年]

平均整備延長
[250km/年]

平均整備延長
[350km/年]

平均整備延長
[420km/年]

平均整備延長
[250km/年]

平均整備延長
[440km/年]

第一期
計画

第二期
計画

第三期
計画

第四期
計画

第五期
計画

無電柱化
に係る
ガイド
ライン

【年度毎の無電柱化延長】

整備延長
（km/年）

400

200

100

300

これまでの無電柱化の取組
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95

48%

39

20%

62

32%

○無電柱化事業の実施経験

①実施した経験
がある

②現在実施している

③実施したことがない

ｎ＝１９６

○無電柱化を推進する市区町村長の会が国、都道府県に望むこと

予算確保 （事業に対する補助金等の財政支援をお願いしたい。）

低コスト手法の早期実用化 （低コスト手法の早期実用化をお願いしたい。）

地上機器の設置場所に関する方策検討 （地上機や特殊部の設置数削減、設置スペースのコンパクト化を実現できるよう、研究開発を加速していただきたい。）

電線管理者への協力要請 （電線管理者の積極的・協力的な対応を業界に指導いただきたい。）

技術面での支援 （事業を実施するにあたり、技術的な課題や、事務手続きの懸案などについて、市区町村に対してサポートする、支援センターなどの体制作りが必要かと思われます。）

事例紹介 （関係者との調整方法、工事費用負担など参考になる事例があれば紹介していただきたい。）

早期の法整備 （無電柱化の推進に関する法律案の早期成立を望みます。）

市区町村長の会において２／１０～２／１９にアンケート調査を実施。２５２団体中の１９６団体から回答（回答率７８％）

無電柱化に関する課題

○無電柱化が進まない主な原因は、コストが高いことに加え、事業者との調整やトランス
（地上機器）の設置等の地元調整が困難なこと、道路幅が狭いことなど
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○無電柱化事業を実施するにあたっての課題

（複数回答可）

183

115

84

77

59

53

40

38

①コストが高い

②電力会社や通信会社などとの調整が困難である

③トランスの置き場所がない

④道路が狭くて事業ができない

⑤工事の期間が長い

⑥地域の住民の協力が得られない（得られにくい）

⑧何から手をつけたらよいかよく分からない

（ノウハウがない、他の事例がよくわからない）

⑦無電柱化の事業を理解した職員がいない



道路法３７条による道路の占用の禁止又は制限

占用制限の概要

道路法第３７条（道路の占用の禁止又は制限区域等）
道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運航を図るため、又は

災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、第三十三条、第三十五
条及び前第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。

・ 緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を禁止
・ 既存電柱については、当面の間、占用を許可
・ やむを得ない場合は、仮設電柱の設置を許可（原

則２年間）

新たな電柱
（占用を禁止）

緊急輸送道路

○直轄国道の緊急輸送道路において電柱の新設を禁止する措置を開始（平成２８年４月～）

○各自治体における緊急輸送道路についても、随時、措置を展開（平成２９年３月～）

○緊急輸送道路（全道路約１２０万ｋｍのうち、約９万ｋｍ）
・災害対策基本法第４０条の都道府県防災会議において作成する地域
防災計画に位置づけられている道路。

・災害時の緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な道路。
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【地震発生時の電柱の倒壊状況】

（阪神・淡路大震災の例）

既設電柱（当面の間許可）

【通電した電線が垂下ることによる危険】

救援活動に際し、垂下った電力ケー
ブルを切断した時に融解した ケー
ブルカッターの刃先：熊本地震の例

（第3回無電柱化推進のあり方検討委員会 (公財)日本財団提出資料）

0 10,000 20,000 30,000

直轄国道

補助国道

都道府県道

市町村道
▲緊急輸送道路の道路種別延長

約７万km

約２万km



道路管理者
区域指定時期 対象道路

告示 制限開始 道路の種類 延長

山形県 H29.3.14 H29.4.1 緊急輸送道路（一部） 約101km

埼玉県 H29.2.17 H29.4.1 緊急輸送道路（全線) 約1,100km

静岡県 H29.3.14 H29.3.31 緊急輸送道路（有料道路を除く全線） 約1,100km

滋賀県 H29.3.31 H29.4.1 緊急輸送道路（一部） 約75km

大阪府 H29.3.28 H29.4.1 広域緊急交通路＜緊急輸送道路＞（一部） 約180km

兵庫県 H29.3.17 H29.4.1 緊急輸送道路（全線） 約1,400km

熊本県 H29.3.17 H29.4.1 緊急輸送道路（全線） 約1,530km

横浜市 H29.3.15 H29.4.1
緊急輸送道路（一部）
今後緊急輸送道路に指定が行われる予定の新設道路（一部）

約220km

熊本市 H29.3.15 H29.4.1 緊急輸送道路（全線） 約119km

○平成２８年度に告示（地方公共団体：９団体）

道路管理者
区域指定時期 対象道路

告示 制限開始 道路の種類 延長

国土交通省 H28.2～H28.3 H28.4.1 ほぼ全線 約20,000km

○平成２７年度に告示（直轄のみ）

○平成２９年度に告示及び告示予定（地方公共団体：３団体） （Ｈ２９．８月時点）

道路管理者
区域指定時期 対象道路

告示 制限開始 道路の種類 延長

宮崎県 H29.6.15 H29.7.1 緊急輸送道路（全線） 約1,250km

大分県 H29.7.7 H29.7.21 緊急輸送道路（全線） 約1,450km

東京都 H29年度 H29年度 都が管理する道路全線 約2,200km

道路法３７条に基づく電柱の新設を禁止する措置の実施等
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合計 約5,800km

合計 約4,900km



低コスト手法の取組状況

管路の浅層埋設 小型ボックス活用埋設 直接埋設

現行より浅い位置に埋設 小型化したボックス内に
ケーブルを埋設

ケーブルを地中に直接埋設

・浅層埋設基準を緩和

（平成28年4月施行）

・モデル施工（平成28年度～）

・電力ケーブルと通信ケーブルの離
隔距離基準を改定（平成28年9月
施行）

・直接埋設方式導入に向けた課題
のとりまとめ（平成27年12月）

・直接埋設用ケーブル調査、舗装へ
の影響調査（平成28年度）

・モデル施工に着手
（平成29年度予定）

・全国展開を図るための「道路の無
電柱化低コスト手法導入の手引き
(案)」を作成（平成29年3月発出）

・全国展開を図るための「道路の無
電柱化低コスト手法導入の手引き
(案)」を作成（平成29年3月発出）

管路の事例（国内）
直接埋設の事例（パリ）

通信
ケーブル

電力
ケーブル

小型ボックスの事例
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裏配線：
無電柱化する道路の裏通りから配線する方法

軒下配線：
電線類の一部を軒下や壁面に設置する方法

【軒下配線の状況】

軒下配線

三重県亀山市関町 福島県南会津郡下郷町大内宿 11

無電柱化の取組 ～軒下配線・裏配線の活用～

地
中
化

景勝地 景勝地

地中化

裏配線



地方公共団体の無電柱化条例
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○ 無電柱化を推進するため、つくば市や東京都では無電柱化条例を制定

つくば市無電柱化条例（平成28年9月30日制定） 東京都無電柱化推進条例（平成29年6月14日公布）

無電柱化区域において、電線類の敷設を要請する者

（開発事業者など）は、電線類地中化のための管路、

特殊部等を整備し、電線路を地下に埋設するための

費用を負担しなければならない。

基本方針・目標等を定めた無電柱化計画を策定、公表 等

１．広報活動・啓発活動の充実

２．道路占用の禁止、制限等の実施 （道路法３７条１項の

規定により）

３．関係事業者は、道路事業や市街地開発事業等の実施

の際、これらの事業の状況等を踏まえつつ、道路上の電

柱・電線の新設の抑制、既存の電柱・電線の撤去の実施

４．無電柱化の推進のための調査研究、技術開発等の推進、

成果の普及

５．無電柱化工事の施工等のため、都と関係事業者等は相

互に連携、協力

無電柱化の推進に関する施策

東京都無電柱化計画の策定



災害の防止、安全・円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化（※）の推進に関し、基本理念、国の責務等、推進計画の策定等を定めること
により、施策を総合的・計画的・迅速に推進し、公共の福祉の確保、国民生活の向上、国民経済の健全な発展に貢献

目的

１．国民の理解と関心を深めつつ無電柱化を推進
２．国・地方公共団体・関係事業者の適切な役割分担
３．地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に貢献

基本理念

１．国 ：無電柱化に関する施策を策定・実施
２．地方公共団体 ：地域の状況に応じた施策を策定・実施
３．事業者 ：道路上の電柱・電線の設置抑制・撤去、 技術開発
４．国民 ：無電柱化への理解と関心を深め、施策に協力

国の責務等

基本的な方針・期間・目標等を定めた無電柱化推進計画を策定・公表
（総務大臣・経済産業大臣等関係行政機関と協議、電気事業者・電気通信事
業者の意見を聴取）

無電柱化推進計画(国土交通大臣)

都道府県・市町村の無電柱化推進計画の策定・公表（努力義務）
（電気事業者・電気通信事業者の意見を聴取）

都道府県・市町村無電柱化推進計画

１．広報活動・啓発活動

２．無電柱化の日（１１月１０日）

３．国・地方公共団体による必要な道路占用の禁止・制限等の実施

４．道路事業や面開発事業等の実施の際、関係事業者は、これらの事業の 状況
を 踏まえつつ、道路上の電柱・電線の新設の抑制、既存の電柱・ 電線の撤
去を実施

５．無電柱化の推進のための調査研究、技術開発等の推進、成果の普及

６．無電柱化工事の施工等のため国・地方公共団体・関係事業者等は相互 に連
携・協力

７．政府は必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を実施

無電柱化の推進に関する施策

※ 無電柱化の費用の負担の在り方等について規定（附則2項）

（※） 電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱又は電線（電柱によって支持されるものに限る。以下同じ。）の道路上における設置を抑制し、及び道路上の電柱又は電線を撤去するこ

※ 公布・施行：平成２８年１２月１６日（附則１項）

（１条）

（２条）

（３～６条）

（７条）

（8条）

（９～１５条）

平 成 ２ ８ 年 １ ２ 月 ９ 日 成 立
平成２８年１２月１６日公布・施行

○ 平成28年12月、無電柱化の推進に関する法律が成立し、電柱の設置抑制や撤去等に係る事業者の責務が明記

○ 国等による道路法37条を活用した占用の禁止・制限等の実施や、道路事業等に併せた事業者による新設抑制・撤去が規定
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無電柱化法の制定
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「無電柱化の推進に関する法律」等の最近の経緯

○ 「無電柱化の推進に関する法律」の公布・施行平成28年12月16日

○ 基本的な方針・期間・目標等を定めた無電柱化推進計画の策定・
公表

○ 「無電柱化の推進に関する法律」の成立（※議員立法、衆・参とも全会一致）平成28年12月9日

平成29年1月26日 ○ 無電柱化推進のあり方検討委員会の設置

○ 無電柱化推進のあり方検討委員会の中間とりまとめ平成29年8月10日

平成29年内



無電柱化推進のあり方検討委員会

審議の様子

＜委員長＞
屋井 鉄雄 東京工業大学 副学長

環境・社会理工学院 教授

＜委員＞

秋葉 正一 日本大学 生産工学部 教授

天野 光一 日本大学 理工学部 教授

池上 三喜子 （公財）市民防災研究所 理事

久保田 尚 埼玉大学大学院 理工学研究科 教授

鈴置 保雄 愛知工業大学 工学部 教授

二村 真理子 東京女子大学 現代教養学部 教授

松原 隆一郎 東京大学大学院 総合文化研究科 教授

山内 弘隆 一橋大学大学院 商学研究科 教授

山本 隆司 東京大学大学院 法学政治学研究科 教授

（敬称略、五十音順）

屋井委員長

第
１
回

日時：平成29年1月26日（木）10:00～12:00
議題：（１）無電柱化の現状

（２）主な検討の観点 等

第
２
回

日時：平成29年2月27日（月）15:00～17:00
議題：関係者からのヒアリング

①金沢市、②電線のない街づくり支援ネットワーク、③㈱ＪＴＢ総合
研究所、④電気事業連合会

第
３
回

日時：平成29年3月14日（火）15:15～17:15
議題：関係者からのヒアリング

①無電柱化を推進する市区町村長の会、②日本こどもの安全教育
総合研究所、③日本財団、④日本電信電話㈱

第
４
回

日時：平成29年4月21日（金）10:00～12:00
議題：（１）関係者からのヒアリング

①日本ケーブルテレビ連盟、②芦屋市

（２）海外の無電柱化の状況
（３）無電柱化の歴史
（４）委員意見・ﾋｱﾘﾝｸﾞの概要等（案） 等

第
５
回

日時：平成29年5月30日（火）10:00～12:00
議題：（１）委員意見・ヒアリング概要等と主な課題

（２）【論点１】推進する道路
（３）【論点２】推進する中心的な施策
（４）【論点３】実施環境を支える施策 等

第
６
回

日時：平成29年7月6日（木）10:00～12:00
議題：中間とりまとめ骨子について

第
７
回

日時：平成29年8月2日（水）15:00～
議題：中間とりまとめについて 15



無電柱化推進のあり方検討委員会中間とりまとめ［概要］
・我が国では、戦後、戦災復興等の観点から諸外国と異なり架空配電網・通信網が整備されてきた。
・昭和６０年以降、電線類の地中化について検討が開始された当時は、電線管理者による単独地中化が中心であった。
・平成７年に電線共同溝法が施行されて以降、単独地中化が激減し、現在は、約90％が電線共同溝方式に。

（課
題
）

（経
緯
）

・防災、安全・円滑な交通確保、景観形成・観光振興の観点からの無電柱化の必要性の高まり
・無電柱化を求める社会的気運の高まり（市区町村長の会や民間団体の設立、「無電柱化法」の施行、条例制定等）

（情勢の変化）

・国、地方公共団体、電線管理
者が連携し、コスト縮減方策
等について技術開発を推進

・限りある予算の中、以下の道
路において優先的に無電柱
化を検討

・バリアフリー法に基づく特定道路等

＜安全・円滑＞

・世界遺産周辺の道路 等

＜景観・観光＞

・道路事業、面整備事業の際に
電線管理者が無電柱化を併
せて実施

・無電柱化法第１１条を踏まえ
た、占用制限の拡大を検討

・電柱の外部不経済を適切に
占用料へ反映することを検討

・地元関係者、電線管理者を含
む協議会の体制を強化

・事業実施段階における地域レ
ベルの無電柱化推進体制の
構築・充実を検討

限りある予算の中での推進
・優先的に推進すべき道路を意

識した取組が必要

・関係者が連携して技術開発を

推進し、コスト縮減に努めること

が必要

電線共同溝方式に偏重した
無電柱化の限界

・無電柱化手法が電線共同溝方

式に偏重

・電線共同溝方式以外の事業手

法による取組の大幅な拡大が

必要

現在の占用制度及びその運用
・ 「占用制限制度」の運用は、直

轄国道等の緊急輸送道路にお

ける電柱の新設禁止措置に限

られ、活用が不十分

・電柱による外部不経済につい

て、占用制度の枠組での議論

が不十分

地域レベルでの合意形成
・地方ブロック等の協議会におい

て、地域ニーズの反映が可能

な体制の充実が必要

・事業を実施する地域レベルで

の無電柱化推進体制の構築・

充実が必要

・緊急輸送道路 等

＜防災＞

・道路の掘り返しの抑制が特に
必要な区間において、道路管
理者が電線共同溝等を整備

・電線管理者も無電柱化法に
基づく責務と役割分担に応じ
た負担の下、無電柱化の必要
な道路において、様々な手法
を活用し、自ら無電柱化

・都道府県（市町村）無電柱化
推進計画の策定を期待

（基
本
的
な
方
向
性
）
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